
天神さんを散策したらガラス発祥地の碑が目に飛び込んできた。魔法瓶などを作りだ
した先人の苦労が偲ばれ、東南アジアに輸出するため、ネーミングに「象印」や「タ

イガー」を冠し、成功した大阪流の才覚と、二重ガラス瓶の開発、その品質維持に苦労しての成功は“なにわ人”
の面目躍如である。神社仏閣で、このような奉納を目にするにつけ、さまざまな結びつきが面白く、日常の関わ
り合いの歴史が実証されている。織田作之助の「夫婦善哉・ミヨウトゼンザイ」の意と問えばズバリ「夫婦とは“よ
きかな”」だと答えられギャフン！人の営みの絡んだ赤い糸を知恵で単化し、活用する人間の叡智と、大阪人の能
力は凄い。これぞ「大阪善哉」といおう。こんなおもしろ歴史が数多く残る天神さんは、私たちの大切な文化の
宝庫なのだ。（天満宮蛭子門にて）　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真と文　　藤本　俊一（APA/JPS）
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人間がおもしろい

職場内で回覧しましょう

◦「算定基礎届」は７月１日から10日までに提出しましょう
◦「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」はすみやかに提出しましょう
◦協会けんぽからのお知らせ　　
◦平成21年度協会けんぽ生活習慣病予防健診のご案内
◦都道府県ごとの健康保険料率への移行について　　◦社保俳壇
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対象となる賞与 賞与支払届の提出

　健康保険・厚生年金保険では、毎年１回、保険料や
健康保険の給付金、厚生年金保険の年金額を計算する
基礎となる「標準報酬月額」を決め直すために算定基
礎届を提出することになっています。
　標準報酬月額は、入社等によって被保険者資格を取
得したときに、事業主から労働の対償として受ける報
酬をもとに決定されます。
　ところが、そのときに決められた標準報酬月額を長
期間固定しておきますと、定期昇給などによって被保
険者が実際に受ける報酬額と標準報酬月額とがかけ離
れてしまいます。このため、毎年１回、決められた時
期に被保険者全員の標準報酬月額を見直すことになっ
ています。

　具体的には、事業主は、４月・５月・６月に被保険
者に対して支払った報酬を「健康保険・厚生年金保険
被保険者報酬月額算定基礎届」に記載し、７月１日か
ら10日までに管轄の社会保険事務所に届出ることにな
ります。
　この届出により、社会保険事務所では、各被保険者
の新しい標準報酬月額を決定し、事業主に通知します。
　これを定時決定といい、その年の９月１日から翌年
の８月31日までの１年間における健康保険・厚生年金
保険の保険料や保険給付の計算の基礎とすることに
なっています。
　くわしくは管轄の社会保険事務所にお問い合わせく
ださい。

算定基礎届について

「算定基礎届」は
7月1日から10日までに
提出しましょう

「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」は
すみやかに提出しましょう

　健康保険および厚生年金保険では、被保険者が労働
の対償として受ける賃金・給与・俸給・手当等につい
ては、標準報酬の基礎としていますが、年末手当・ボー
ナス・賞与など事業所によって名称は異なっていても、
年間を通じて３回以下の回数で支給される賞与は標準
報酬の基礎から除き、標準賞与額として保険料を賦課
することになっています。
　なお、年４回以上支給される賞与は、標準報酬を決
定する基礎となる報酬の対象となります。

　被保険者に賞与を支払ったときは、５日以内に「健
康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を社会保
険事務所に提出することになっています。現行の算定
基礎届と同様に、あらかじめ被保険者の氏名などを印
字した届書用紙と賞与支払届総括表が、登録されてい
る賞与支払予定月の前月に送られてきますので、支払
年月日や賞与額などを記入し提出します。
　なお、賞与の支払いがない場合でも、賞与支払届総
括表の届出は必要となります。
　また、被保険者賞与支払届については、磁気媒体（Ｆ
Ｄ・ＭＯ）での届出が可能となっており、事業主の皆
様の希望に応じて、被保険者の氏名などを収録した磁
気媒体（ＦＤ）が配付されます。
　配付を希望される場合は、管轄の社会保険事務所ま
で申し出てください。

「算定基礎届」は
7月1日から10日までに
提出しましょう
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　大阪支部における健康保険被保険者証の切替時期については、平成21年８月中旬頃より開始し、９月下旬頃ま
でに完了する予定となりましたのでお知らせします。
　加入者ならびに事業主の皆様には、お手数をおかけし申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお
願いいたします。
　なお、切り替えにつきましては来訪いただくようなことはなく、書留等の郵便にてお届けする予定です。
　切り替えの日程や具体的な方法については詳細等が判明しだい、改めてお知らせいたします。

問い合わせ先　協会けんぽ大阪支部　06－6201－7070（代表）

協会けんぽからのお知らせ
健康保険被保険者証の切替時期について

〒541-8549　大阪市中央区平野町2−3−7　アーバンエース北浜ビル11階
TEL 06−6201−7077（健診担当）

06−6201−7070（代　　表）

全国健康保険協会　大阪支部

生活習慣病予防健診のご案内
平成21年度（21年４月～22年３月）協会けんぽ

お申し込み
お問い合わせ

申し込み方法

　皆様がご加入の全国健康保険協会管掌健康保険では、ご自身の健康増進と健康管理意識を高めていただくため、
加入者（ご本人）の方々を対象に生活習慣病予防健診を実施しています。

検 査 項 目 対　　象　　者 費用（受診者負担額）

一
般
健
診

●問診・触診・身体計測（腹囲など）●視力・聴力
測定●血圧測定●尿検査●便潜血反応検査●血液一
般検査●血糖検査●尿酸検査●血液脂質検査●肝機
能検査●胸部レントゲン検査●胃部レントゲン検査
●心電図検査●（医師の判断により）眼底検査
【特定健康診査の検査項目が含まれています】

①40歳～75歳未満の加入者（ご本人）の方
②35歳～39歳で生活習慣の改善指導を受ける
ことを希望する加入者（ご本人）の方

最高で
6,843円　

【眼底検査を追加実
施した場合は最高
で別途76円が必要
です】

付
加
健
診

●尿沈渣顕微鏡検査●血液学的検査（血小板数、末
梢血液像）●生化学的検査（総蛋白、アルブミン、総
ビリルビン、アミラーゼ、LDH）●眼底検査●肺機
能検査●腹部超音波検査

一般健診を受診する方で
①40歳の加入者（ご本人）の方
②50歳の加入者（ご本人）の方

最高で
4,583円　

【別途一般健診の費
用が必要です】

子
宮
が
ん
検
診

乳
が
ん
・
　
　

乳がん検診
　●問診・視診・触診
　●乳房エックス線検査
子宮がん検診
　●問診　●細胞診

一般健診を受診する方で
40歳～74歳の偶数年齢の女性加入者（ご本人）
の方

●50歳以上
　最高で1,666円
●40歳～48歳
　最高で2,240円
【別途一般健診の費
用が必要です】

子
宮
が
ん
検
診

●問診　●細胞診 20歳～38歳の偶数年齢の女性加入者（ご本人）
の方

最高で
630円

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

●HCV抗体検査
●HBs抗原検査

①一般健診を受診する方
②一般健診においてGPT値が36以上であった方
　（ただし、過去にＣ型肝炎ウイルス検査を受けたことがある
方を除く）

最高で
595円

◆生活習慣病予防健診は、全国健康保険協会が指定する健診機関で受診することができます。健診実施機関の一覧は全国健康保険協会のホーム
ページ（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）トップページ右側保健サービスの「健診実施機関一覧」をご覧ください。
◆健診費用（受診者負担額）は健診機関ごとで異なります。詳細は、全国健康保険協会のホームページ（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）
トップページ右側保健サービスの「健診実施機関一覧」をご覧ください。

◆加入者（ご家族）の皆様には別に実施する特定健康診査の対象となります。詳細は、全国健康保険協会のホームページ（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）
　トップページ右側保健サービスの「健診実施機関一覧」をご覧ください。

事業所ごとに
受診希望者を
取りまとめる

受診を希望する健診
機関に連絡し、受診
日の予約をする

所定の申込書
に必要事項を
記入する

申込書を下記の
宛先へ郵送する

健診を
受診する

●●●●●●●● ●●●●●●●●
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※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、これに全国一律の介護保険料率（1.19％）が
加わります。

8.2％　  ➡　  8.22％

　協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率となっていますが、
平成21年９月（10月納付分）より都道府県ごとの保険料率に移行します。事業主・加入者の
皆様には、ご理解のうえ、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

●大阪府の保険料率が適用される方
　お勤めの会社が、大阪府内の社会保険事務所で適用を受けておられれば、大阪府の保険料率が

適用されます（お住まいが他府県であっても、また、勤務地が他府県であっても、大阪府の社会
保険事務所で適用を受けておられれば、大阪府の保険料率が適用されます）。

全国健康保険協会  大阪支部 〒541-8549　大阪市中央区平野町2−3−7
　アーバンエース北浜ビル11階

TEL 06−6201−7070（代表）

現行 平成21年9月分（10月納付分）～

都道府県ごとの健康保険料率への移行について都道府県ごとの健康保険料率への移行について
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